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１【提出理由】 

平成 29 年６月 29 日開催の当社第 94 期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、

金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号

の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

 

２【報告内容】 

 

(1) 当該株主総会が開催された年月日 

平成 29 年６月 29 日 

 

(2) 当該決議事項の内容 

第１号議案 剰余金の配当の件 

１．配当財産の種類 

金銭 

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

当社普通株式１株につき金15円（うち、普通配当13円、創立80周年記念

配当２円）（総額2,596,565,355円） 

３．剰余金の配当が効力を生じる日 

平成 29 年６月 30 日 

第２号議案 株式の併合の件 

平成 29 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社普通株式について２株を１株

に併合し、発行可能株式総数を 347,000,000 株とする。 

第３号議案 取締役10名選任の件 

取締役として、大池弘一、小林明治、井上賢吾、井堀誠人、加藤一成、坂橋

秀明、前田一仁、宮道建臣、有馬康之および小寺正之の 10 氏を選任する。 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が

可決されるための要件ならびに当該決議の結果 

議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果 

第１号議案 139,950 個 1,538 個 7 個 98.91％ 可決 

第２号議案 141,387 個 101 個 7 個 99.92％ 可決 

第３号議案    

大池 弘一 134,068 個 7,416 個 7 個 94.75％ 可決 

小林 明治 134,856 個 6,630 個 7 個 95.31％ 可決 

井上 賢吾 138,385 個 3,101 個 7 個 97.80％ 可決 

井堀 誠人 138,385 個 3,101 個 7 個 97.80％ 可決 

加藤 一成 138,392 個 3,094 個 7 個 97.81％ 可決 

坂橋 秀明 137,794 個 3,690 個 7 個 97.39％ 可決 

前田 一仁 138,392 個 3,094 個 7 個 97.81％ 可決 

宮道 建臣 138,373 個 3,113 個 7 個 97.79％ 可決 

有馬 康之 134,779 個 6,707 個 7 個 95.25％ 可決 

小寺 正之 134,702 個 6,784 個 7 個 95.20％ 可決 

(注)１ 各議案の可決要件は次のとおりです。 

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株

主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。 

・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株

主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 
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２ 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は、171,440 個であります。 

３ 賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数は、本総会前日までの事前行使分に当

日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを加算したものです。 

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認

できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、

本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算

しておりません。 

以上 


